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朝
鮮
国
に
お
け
る
士
庶
人
層
の
人
霊
祭
祀
と
そ
の
表
象
（
下
）

　
―
『
東
國
新
續
三
綱
行
實
圖
』
孝
子
圖
を
題
材
に

―

井
上　

智
勝
*

*

い
の
う
え
・
と
も
か
つ
、
埼
玉
大
学
教
養
学
部
教
授
、
日
本
近
世
史
　
東
ア
ジ
ア
宗
教
社
会
史

本
稿
で
は
、
『
東
國
新
續
三
綱
行
實
圖
』
孝
子
圖
を
主
な
素
材
と
し
て
、
士
庶
人
層
の
亡
親
祭
祀
の
諸
相
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
朝
鮮
時
代
の
人
霊
祭
祀
の
実
態
を
考
察
し
た
。

朱
子
学
を
経
国
の
基
礎
に
据
え
た
朝
鮮
王
朝
に
お
い
て
は
、
朱
子
の
『
家
禮
』
に
則
っ
た
祖
先
や
死
亡
家
族
の
祭
祀
が
推
奨
さ
れ
た
が
、『
東
國
新
續
三
綱
行
實
圖
』
孝
子
圖
に
は
、

『
家
禮
』
に
則
っ
た
神
主
の
ほ
か
、
影
幀
や
彫
像
に
よ
る
祭
祀
形
態
に
よ
っ
て
亡
親
を
祀
っ
た
子
女
が
旌
表
を
受
け
た
例
が
認
め
ら
れ
た
。
影
幀
や
彫
像
を
用
い
た
祭
祀
の
顕

彰
例
は
、
崇
仏
王
朝
と
さ
れ
る
高
麗
時
代
の
も
の
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
僧
侶
を
顕
彰
す
る
例
や
、
夫
婦
像
の
み
な
ら
ず
単
身
の
女
人
像
を
祀
る
例
も
認
め
ら
れ
た
。
儒
教
国

と
看
做
さ
れ
る
朝
鮮
で
あ
る
が
、
そ
の
宗
教
的
内
実
は
こ
の
よ
う
な
事
例
を
踏
ま
え
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

關
鍵
詞　
　

儒
教
祭
祀　

神
主　

木
主　

影
幀　

女
人
像　

家
禮　

序

本
稿
は
、
本
誌
第
五
十
七
巻
第
二
号
に
掲
載
し
た
前
稿
に
引
き
続
き
、
儒
教
国

家
と
さ
れ
る
朝
鮮
の
士
庶
人
層
の
人
霊
祭
祀
の
実
情
を
考
察
す
る
た
め
、
人
霊
祭
祀

と
霊
魂
を
召
喚
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
依
代
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

前
稿
で
は
、
『
東
國
新
續
三
綱
行
實
圖
』
烈
女
圖
を
題
材
に
未
亡
人
に
よ
る
亡
夫

祭
祀
を
検
討
し
た
が
、
本
稿
で
は
同
書
孝
子
圖
を
対
象
に
亡
親
祭
祀
の
検
討
を
行
う
。

烈
女
圖
同
様
、
孝
子
圖
に
も
、
宗
親
か
ら
奴
婢
ま
で
階
層
を
問
わ
ず
顕
彰
例
が
採
録

さ
れ
て
い
る
か
ら
、
本
稿
も
前
稿
と
同
じ
く
士
庶
人
層
の
み
な
ら
ず
奴
婢
を
も
含
む

検
討
に
な
る
。
事
例
の
掲
出
方
法
、
典
拠
史
料
、
先
行
書
で
あ
る
『
續
三
綱
行
實
圖
』

か
ら
も
事
例
を
採
っ
た
点
な
ど
、
全
て
前
稿
を
踏
襲
し
た
。

な
お
、『
東
國
新
續
三
綱
行
實
圖
』
に
は
烈
女
圖
・
孝
子
圖
の
他
に
忠
臣
圖
が
あ
る
。

た
だ
忠
臣
圖
か
ら
は
、
人
霊
祭
祀
に
表
象
を
用
い
て
い
る
事
例
が
一
例
し
か
得
ら
れ

な
か
っ
た
た
め
、
孝
子
圖
の
後
に
「
附
」
と
し
て
掲
載
す
る
こ
と
に
す
る
。

一　

神
主
を
用
い
た
祭
祀

　

ま
ず
は
烈
女
圖
同
様
、
神
主
を
用
い
た
祭
祀
の
例
を
見
る
。

續
十
八 

龜
孫
吮
癰　

開
城
府
に
住
む
賤
隷
、
金
亀
孫
は
幼
く
し
て
母
を
失
っ
た
。

長
じ
て
後
、
哀
慕
の
あ
ま
り
、
神
主
を
作
っ
て
朝
夕
に
こ
れ
を
祭
っ
た
〔
旣
長
哀
慕

作
主
、
朝
夕
祭
之
〕
。
父
に
も
孝
行
を
尽
く
し
、
腫
れ
物
で
苦
し
ん
で
い
る
父
の
腫

れ
物
を
吸
い
出
し
て
治
癒
さ
せ
た
。
父
の
没
後
は
墓
の
側
で
朝
夕
毎
に
祭
祀
を
行
っ
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た
。
こ
れ
が
朝
廷
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
旌
閭
を
受
け
、
脱
賤
を
許
さ
れ
た
。
挿

絵
に
は
、
香
案
の
奥
に
神
主
一
位
を
置
い
た
建
物
の
外
で
拝
礼
す
る
亀
孫
の
姿
が
描

か
れ
る
【
図
１
】
。

續
三
十
三 
繼
周
誠
孝　

安
岳
の
人
、
鄭
継
周
は
幼
く
し
て
父
を
失
い
、
母
に
よ
く

仕
え
た
。
母
の
没
後
三
年
を
墓
の
側
に
過
ご
し
、
父
の
喪
に
改
め
て
服
し
、
俗
節
や

四
時
、
忌
日
の
祭
祀
を
欠
か
さ
ず
、
必
ず
哭
泣
し
た
。
年
老
い
て
か
ら
も
、
ま
す
ま

す
両
親
の
霊
を
篤
く
敬
っ
た
。
王
朝
は
礼
賓
寺
に
命
を
下
し
、
旌
門
し
た
〔
事　

聞
、

命
授
禮
賓
寺
參
奉
旌
其
門
〕
。
挿
絵
に
は
、
神
主
二
位
の
前
に
そ
れ
ぞ
れ
に
香
案
を

置
い
た
祠
堂
の
前
で
、
礼
拝
す
る
継
周
の
姿
が
描
か
れ
る
【
図
２
】
。

二
―
五
十
一 

季
蕃
誠
孝　

忠
州
の
人
林
季
蕃
は
、
親
に
至
孝
を
以
て
仕
え
、
少
時

よ
り
そ
の
世
話
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
母
が
没
す
る
と
禮
を
尽
く
し
て
葬
祭
を
営
み
、

喪
が
明
け
て
か
ら
は
朔
望
両
日
の
祭
祀
を
行
っ
た
。
そ
の
た
め
、
賞
職
を
受
け
た
。

挿
絵
に
は
、
喪
禮
、
及
び
そ
の
後
に
季
蕃
が
祠
堂
の
中
で
祭
奠
に
従
う
景
が
描
か
れ
、

い
ず
れ
の
景
に
も
香
案
の
奥
に
一
位
の
神
主
が
見
え
て
い
る
【
図
３
―
１
・
２
】
。

三
―
五
十
九 

石
鳳
孝
養　

清
州
の
人
金
石
鳳
は
父
母
に
孝
養
を
尽
く
し
、
母
の
死

後
な
お
哀
慕
の
念
や
ま
ず
、
誠
を
尽
く
し
て
朔
望
に
必
ず
酒
食
を
供
え
た
。
そ
の
た

め
、
旌
閭
に
与
っ
た
。
挿
絵
で
は
、
喪
服
に
身
を
包
ん
で
祠
堂
の
中
で
拝
礼
す
る
石

鳳
の
前
に
香
案
が
置
か
れ
、
そ
の
奥
に
神
主
一
位
が
奉
安
さ
れ
て
い
る
【
図
４
】
。

四
―
二
十
二 

石
堅
廬
墓　

玉
石
堅
は
昌
原
府
の
人
、
早
く
に
父
を
失
い
よ
く
母
に

仕
え
た
。
母
の
死
は
、
燕
山
君
の
短
葬
法
が
厳
格
に
施
行
さ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
な
く
葬
礼
を
尽
く
し
、
そ
の
後
も
朝
夕
に
祭
祀
を
怠
ら
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
中
宗
の
時
代
に
旌
閭
を
受
け
た
。
挿
絵
で
は
、
香
案
の
奥
に

あ
る
一
位
の
神
主
に
、
祠
堂
の
中
で
禮
を
尽
く
す
石
堅
の
姿
が
描
か
れ
る
【
図
５
】
。

四
―
四
十
三 

李
郊
誠
孝　

咸
安
郡
の
人
李
郊
は
、
父
の
没
後
礼
を
尽
く
し
て
葬
儀

を
執
行
し
た
。
そ
の
後
、
祖
母
の
喪
に
服
し
、
家
か
ら
十
五
里
ほ
ど
離
れ
た
所
に
あ

る
墓
所
に
毎
日
朝
夕
に
足
を
運
ん
で
祭
祀
を
行
っ
た
後
、
帰
宅
し
て
母
の
機
嫌
を
尋

ね
た
。
中
宗
の
時
代
に
官
吏
に
登
用
さ
れ
た
。
挿
絵
で
は
、
祠
堂
の
中
で
香
案
の
奥

に
置
か
れ
た
神
位
一
位
に
礼
拝
す
る
喪
服
姿
の
郊
の
姿
が
あ
る
【
図
６
】
。

六
―
三
十
六 

禹
臣
嘗
糞　

順
安
県
の
県
監
韓
禹
臣
は
、
稚
き
よ
り
父
母
に
至
誠
を

尽
く
し
、
母
が
病
に
倒
れ
る
と
親
身
に
看
病
し
、
母
が
没
す
る
と
粗
食
に
徹
し
て
痩

せ
衰
え
て
瀕
死
に
至
っ
た
。
光
海
君
代
に
孝
子
門
を
立
て
て
顕
彰
さ
れ
た
。
挿
絵
に

は
、
香
案
の
奥
に
神
主
一
位
が
あ
り
、
祠
堂
の
外
で
喪
服
姿
の
禹
臣
が
拝
跪
す
る
姿

が
描
か
れ
る
【
図
７
】
。

六
―
八
十
五 

士
尚
執
喪　

咸
陽
郡
の
人
、
生
員
廬
士
尚
は
幼
き
よ
り
学
行
に
優
れ
、

父
が
没
し
た
と
き
に
は
礼
を
尽
く
し
て
葬
祭
を
執
り
行
っ
た
。
母
に
は
孝
を
尽
く
し

て
よ
く
仕
え
、
そ
の
没
後
に
は
粥
を
啜
り
、
経
帯
を
外
さ
な
か
っ
た
。
光
海
君
代
に

旌
門
を
受
け
た
。
挿
絵
で
は
、
香
案
の
奥
に
置
か
れ
た
一
位
の
神
主
に
対
し
、
祠
堂

の
外
で
喪
服
姿
で
涕
泣
す
る
士
尚
の
姿
が
あ
る
【
図
８
】
。

八
―
三
十
七 

彦
鏡
入
火　

保
人
金
彦
鏡
は
、
江
陵
府
の
人
で
あ
っ
た
。
家
が
失
火

に
包
ま
れ
た
時
、
家
屋
の
中
に
母
が
取
り
残
さ
れ
た
。
彦
鏡
は
、
猛
火
を
冒
し
て
家

屋
に
入
り
、
母
を
救
出
し
た
。
し
か
し
、
両
者
と
も
に
体
に
火
傷
を
負
い
、
母
は
数

日
に
し
て
身
罷
っ
た
。
彦
鏡
は
ち
ょ
う
ど
父
の
喪
が
明
け
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、

ま
た
母
の
喪
に
三
年
服
し
た
。
光
海
君
代
に
旌
門
を
受
け
た
。
挿
絵
に
は
、
喪
服
に

身
を
包
ん
だ
彦
鏡
が
、
香
案
の
奥
に
置
か
れ
た
一
位
の
神
主
の
前
で
哭
奠
す
る
様
子

が
描
か
れ
る
【
図
９
】
。

八
―
五
十
八 

李
福
孝
友　

南
平
県
の
私
奴
、
李
福
は
、
親
に
至
誠
を
以
て
仕
え
、

母
の
没
後
葬
儀
を
行
い
、
兄
が
死
ぬ
と
質
素
に
暮
ら
し
た
。
主
人
は
そ
の
姿
勢
に
感

服
し
、
奴
と
し
て
の
待
遇
を
し
な
か
っ
た
。
光
海
君
代
に
旌
門
を
受
け
た
。
挿
絵
に

は
、
香
案
の
奥
に
神
主
一
位
を
置
い
た
建
物
の
外
で
、
喪
服
姿
で
拝
礼
す
る
福
の
姿

が
描
か
れ
る
【
図
10
】
。
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八
―
六
十
一 

成
龍
斷
指　

平
壌
府
の
官
奴
成
龍
は
、
孝
子
成
彦
器
の
子
で
あ
る
。

父
の
没
後
三
年
は
粗
食
に
徹
し
て
、
悲
し
み
の
あ
ま
り
禮
を
越
え
た
祭
祀
を
行
っ
た
。

母
が
病
に
倒
れ
た
際
は
、
よ
く
看
病
を
尽
く
し
た
。
母
が
亡
く
な
る
と
「
木
主
」
を

作
り
、
朝
夕
に
祀
っ
て
哭
泣
し
、
三
年
の
間
家
を
出
な
か
っ
た
〔
母
殁
作
木
主
、
朝

夕
奠
哭
泣
不
輟
、
三
年
不
出
門
庭
〕
。
光
海
君
代
に
旌
門
を
受
け
た
。
挿
絵
に
は
、

香
案
の
奥
に
神
主
一
位
を
置
い
た
建
物
の
外
で
、
喪
服
姿
で
拝
礼
す
る
龍
の
姿
が
み

え
る
【
図
11
】
。

　

以
上
、
神
主
を
亡
親
の
表
象
と
し
て
祀
る
挿
絵
を
有
す
る
例
を
掲
げ
た
。
こ
れ
ら

は
全
て
朝
鮮
時
代
の
例
で
、
家
禮
に
則
っ
た
祭
祀
に
よ
っ
て
顕
彰
さ
れ
た
事
例
で
あ

る
。
両
親
を
失
っ
た
事
例
で
も
、
神
主
が
一
位
し
か
見
ら
れ
な
い
例
が
少
な
く
な
い
。

二
位
を
並
祀
し
て
い
る
例
は
續
三
十
三 
繼
周
誠
孝
【
図
2
】
の
み
で
あ
る
。
も
と

よ
り
挿
絵
が
実
態
を
表
し
て
い
る
か
否
か
は
判
断
し
難
い
が
、
そ
の
よ
う
な
祭
祀
が

あ
り
得
べ
き
様
態
と
し
て
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
了
解
し
て
よ
い
。

　

神
主
を
用
い
た
祭
祀
で
も
、
特
段
そ
の
描
写
が
挿
絵
に
な
い
場
合
も
あ
る
。
四
―

六
十
四 

方
萌
廬
墓
で
は
、
禮
山
県
の
人
、
郷
吏
方
萌
が
父
の
喪
が
明
け
て
後
、
出

入
り
の
際
は
必
ず
そ
の
神
主
に
報
告
す
る
こ
と
を
欠
か
さ
な
か
っ
た
〔
喪
畢
、
出
入

必
告
于
神
主
〕
こ
と
が
本
文
に
記
さ
れ
る
が
、
萌
が
祠
堂
で
拝
礼
す
る
姿
を
描
く
挿

絵
に
は
、
神
主
や
香
案
の
描
写
は
な
い
。
七
―
四
十
五 

金
氏
祈
天
で
も
、
泰
川
県

の
人
、
金
氏
が
母
の
喪
が
明
け
て
後
、
神
主
を
設
け
て
朝
夕
に
祭
奠
を
行
っ
た
記
載

が
あ
る
〔
服
闋
之
後
、
設
神
位
、
朝
夕
躬
奠
〕
も
の
の
、
蓋
頭
姿
で
頭
を
垂
れ
る
金

氏
の
前
に
は
香
案
の
み
あ
り
、
神
主
は
み
え
て
い
な
い
。
ま
た
、
幄
を
張
っ
た
祠
堂

で
礼
拝
す
る
例
が
挿
絵
に
散
見
さ
れ
る
が
、
幄
の
奥
に
は
神
主
の
奉
安
が
想
定
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
神
主
を
用
い
た
親
の
祭
祀
は
家
礼
に
則
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、

特
に
そ
の
描
写
を
伴
わ
な
く
て
も
神
主
を
用
い
た
亡
親
の
祭
祀
は
少
な
か
ら
ず
あ
っ

た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

神
主
が
、
身
命
を
擲
っ
て
で
も
死
守
す
る
べ
き
重
宝
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
烈
女
圖

で
み
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
守
る
壮
絶
な
様
相
は
孝
子
圖
に
も
認
め
ら

れ
る
。

七
―
五
十
三 

趙
氏
活
父　

淳
昌
郡
の
人
趙
氏
は
、
士
人
趙
允
徳
の
娘
で
、
進
士
鄭

瀹
の
妻
で
あ
っ
た
。
普
段
は
舅
姑
に
よ
く
仕
え
た
。
火
賊
が
そ
の
家
を
襲
っ
た
時
、

趙
氏
は
夫
の
神
位
を
抱
え
て
、
白
刃
・
烈
焔
を
か
い
く
ぐ
り
、
身
を
挺
し
て
そ
の
父

を
庇
っ
た
〔
火
賊
焚
刼
其
家
、
趙
氏
抱
夫
神
主
、
冒
白
刃
・
烈
焔
、
直
到
父
側
以
身

捍
蔽
頭
面
〕
た
め
、
光
海
君
代
に
旌
門
を
受
け
た
。
挿
絵
に
は
、
燃
え
さ
か
る
家
屋

の
縁
で
、
腹
部
の
帯
に
神
主
を
挿
み
入
れ
、
父
の
手
を
取
る
趙
氏
の
姿
が
描
か
れ
る

【
図
12
】
。
そ
の
姿
は
確
か
に
孝
子
で
あ
る
が
、
夫
の
神
主
を
守
護
す
る
点
で
趙
氏
は

烈
女
で
も
あ
っ
た
。

七
―
七
十
四 

黃
漢
入
火　

京
都
の
人
黃
漢
は
、
掌
令
黃
敏
中
の
子
で
あ
っ
た
。
生

ま
れ
つ
き
至
孝
の
性
を
供
え
、
十
二
歳
で
父
を
喪
う
と
三
年
を
粗
食
で
過
ご
し
た
。

家
が
失
火
に
見
舞
わ
れ
た
時
は
、
激
し
い
炎
に
包
ま
れ
る
祠
堂
の
中
に
突
入
し
、
神

主
を
搬
出
し
た
た
め
、
皆
を
感
服
さ
せ
た
〔
一
日
家
失
火
、
漢
突
入
焔
中
奉
神
主
出
、

人
皆
歎
服
〕
。
光
海
君
代
に
旌
門
を
受
け
た
。
挿
絵
に
は
、
烈
火
に
包
ま
れ
た
祠
堂

か
ら
、
神
主
を
救
出
す
る
黃
漢
の
姿
が
描
か
れ
る
【
図
13
】
。
漢
が
手
に
す
る
神
主

の
側
面
上
部
に
小
さ
な
円
が
表
現
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
韜
に
穿
た
れ
た
穴
と
考
え
ら

れ
る
。
即
ち
、
こ
の
表
現
は
、
神
主
が
普
段
、
韜
に
収
納
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

神
主
を
死
守
す
る
姿
は
、
寇
敵
す
ら
を
感
動
せ
し
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

六
―
四
十
六 

彦
邦
感
賊　

広
州
の
人
習
読
李
彦
邦
は
、
よ
く
親
に
誠
孝
を
以
て
仕

え
た
。
父
の
喪
が
明
け
て
後
、
あ
る
人
か
ら
母
に
太
歳
の
祟
り
が
あ
る
こ
と
を
告
げ

ら
れ
る
と
、
壇
を
設
け
て
日
夜
こ
れ
を
斎
き
祭
っ
た
〔
或
云
歳
爲
祟
、
彦
邦
設
壇
、

齋
祭
晝
夜
不
輟
〕
。
壬
辰
倭
乱
に
際
し
て
は
、
日
本
兵
に
捕
ま
り
右
腕
を
切
ら
れ
よ
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う
と
し
た
。
し
か
し
、
彦
邦
が
背
中
に
「
木
主
」
を
負
っ
て
い
る
こ
と
に
感
じ
入
っ

た
日
本
兵
は
彦
邦
を
解
放
し
た
〔
壬
申
倭
亂
爲
賊
所
獲
斫
其
右
腕
、
見
背
上
負
木
主
、

賊
義
而
捨
之
〕
。
そ
の
前
後
、
国
王
が
没
し
た
が
、
彦
邦
は
三
年
間
心
の
中
で
服
喪

し
た
〔
前
後　

國
恤
、
皆
心
喪
三
年
〕
。
そ
れ
ら
の
行
為
を
賞
さ
れ
、
光
海
君
に
よ
っ

て
旌
門
さ
れ
た
。
挿
絵
で
は
、
太
歳
壇
を
設
け
て
祈
念
を
籠
め
る
彦
邦
が
描
か
れ
る

ほ
か
、
刀
を
振
り
か
ざ
す
日
本
兵
の
前
に
あ
る
彦
邦
の
左
肩
辺
に
「
木
主
」
が
覗
い

て
い
る
【
図
14
】
。

　

神
主
を
祭
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
者
も
あ
っ
た
。
庶
子
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
の
中

に
は
親
へ
の
哀
慕
の
あ
ま
り
、
工
夫
を
凝
ら
す
者
が
あ
っ
た
。

五
―
一 

金
春
立
廟　

金
溝
県
の
人
で
県
監
の
金
春
は
、
五
歳
に
し
て
母
を
喪
っ
た
。

そ
の
後
、
母
へ
の
哀
慕
が
已
む
こ
と
は
な
く
、
長
じ
て
後
も
至
痛
の
あ
ま
り
服
喪
し
、

三
年
間
を
墓
の
側
で
過
ご
し
、
妻
の
病
も
顧
み
な
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
強

い
追
慕
を
抱
き
な
が
ら
、
「
衆
子
」
で
あ
っ
た
た
め
母
の
廟
を
立
て
る
こ
と
を
許
さ

れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
無
地
の
軸
を
作
っ
て
「
考
妣
位
」
と
記
し
、
出
入
り
の
際
に

は
必
ず
報
告
し
、
朔
望
や
俗
節
に
は
必
ず
新
し
い
物
を
供
え
て
祭
っ
た
〔
以
衆
子
不

得
爲
立
廟
、
造
素
軸
、
題
考
妣
位
、
奉
以
自
随
出
入
必
告
、
朔
望
俗
節
必
奠
得
新
物

必
薦
〕
。
明
宗
の
時
に
孝
子
門
を
立
て
て
表
彰
さ
れ
た
。
挿
絵
に
は
、
祠
堂
の
中
に

掛
軸
を
吊
り
、
前
に
香
案
を
置
き
、
建
物
の
外
で
礼
拝
す
る
春
の
姿
が
描
か
れ
る
【
図

15
】
。

　

こ
の
事
例
に
み
ら
れ
る
「
衆
子
」
と
は
「
庶
子
」
と
同
義
で
、
長
子
以
外
、
あ
る

い
は
妾
腹
の
子
を
い
う
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
か
ら
は
、
神
主
に
よ
る
亡
親
の
祭
祀
は

そ
の
正
統
継
承
者
の
み
に
許
さ
れ
る
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
し
掛
幅
で
あ
れ
ば

正
統
継
承
者
に
非
ず
と
も
祭
祀
を
許
さ
れ
た
こ
と
、
が
了
解
さ
れ
る
。
掛
幅
に
よ
る

祭
祀
は
、
次
に
み
る
影
幀
も
同
様
で
あ
り
、
祭
祀
に
お
け
る
影
幀
の
位
置
づ
け
を
理

解
す
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
。

二　

影
幀
・
彫
像
を
用
い
た
祭
祀

　

次
に
、
影
幀
や
彫
像
を
用
い
た
祭
祀
の
例
を
掲
げ
る
。
ま
ず
、
高
麗
時
代
の
例
を

示
し
、
続
い
て
朝
鮮
時
代
の
例
を
掲
げ
る
。

　
　
　
　
　

（
一
）
高
麗
時
代

一
―
五 

順
興
畫
像　

求
禮
県
の
人
、
孫
順
興
は
、
母
の
死
後
そ
の
「
畫
像
」
を
掲

げ
て
奉
祀
し
、
三
日
に
一
度
墳
墓
に
詣
で
て
生
前
同
様
こ
れ
を
饗
し
た
。
高
麗
の
成

宗
は
、
孝
道
を
宣
揚
し
た
こ
と
を
以
て
、
順
興
に
官
階
を
擬
授
す
る
教
旨
を
下
し

た
〔
高
麗
成
宗
下
教
曰
、
求
禮
民
孫
順
興
、
其
母
死
畫
像
奉
祀
三
日
一
詣
、
墳
墓
饗

之
如
生
、
擬
授
官
階
、
以
揚
孝
道
〕
。
挿
絵
に
は
、
香
案
の
奥
に
母
の
肖
像
を
掛
け
、

祠
堂
の
縁
で
拝
礼
す
る
喪
服
姿
の
順
興
の
姿
が
み
え
る
【
図
16
】
。
肖
像
は
、
顔
は

右
斜
下
を
向
く
が
、
体
は
正
面
を
向
い
て
い
る
。
全
身
像
か
否
か
は
判
断
し
難
い
。

表
具
・
風
帯
の
表
現
が
み
え
る
。

一
―
六 

光
廉
木
像　

平
壤
牧
丹
里
の
人
朴
光
廉
は
、
高
麗
成
宗
時
代
の
人
物
で
あ
っ

た
。
母
を
亡
く
し
て
七
日
の
後
、
母
の
姿
に
似
て
い
る
枯
木
を
目
に
し
、
こ
れ
を
室

中
に
安
置
し
て
生
け
る
が
ご
と
く
に
奉
仕
し
た
〔
母
亡
七
日
忽
見
枯
木
宛
似
母
形
、

安
置
室
中
奉
之
如
生
〕
。
王
朝
か
ら
の
顕
彰
に
関
す
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
挿
絵

に
は
、
祠
堂
の
隅
で
、
香
案
の
奥
に
安
置
し
た
木
像
に
礼
拝
す
る
光
廉
が
描
か
れ
る

【
図
17
】
。
木
像
は
座
像
で
あ
る
。
天
然
木
で
あ
る
た
め
彫
像
と
は
い
え
な
い
が
、
そ

れ
に
準
じ
て
扱
う
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。

一
―
九 

釋
珠
刻
木　

文
宗
代
の
人
釋
珠
は
早
く
に
孤
児
と
な
り
僧
籍
に
入
っ
た
。

木
で
父
母
の
姿
を
彫
り
絵
飾
を
加
え
て
、
朝
夕
に
必
ず
生
前
の
如
く
奉
養
の
禮
を

と
っ
た
〔
刻
木
爲
父
母
形
、
加
繪
飾
、
晨
昏
定
省
奉
養
之
禮
、
悉
如
平
日
〕
。
こ
の

こ
と
が
官
吏
に
よ
っ
て
奏
上
さ
れ
、
王
は
こ
れ
こ
そ
丁
蘭
の
孝
で
あ
る
、
と
し
て
厚
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く
賞
し
た
〔
有
司
奏
之
、
王
曰
丁
蘭
之
孝
、
無
以
加
焉
命
厚
賞
之
〕
。
挿
絵
で
は
、

祠
堂
の
手
前
に
外
向
き
で
座
す
る
釋
珠
の
姿
と
、
そ
の
奥
に
香
案
、
さ
ら
に
そ
の
奥

に
、
向
か
っ
て
左
に
母
の
、
右
に
父
の
座
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
景
が
描
か
れ
る
【
図

18
】
。
丁
蘭
と
は
中
華
元
代
に
編
ま
れ
た
『
二
十
四
孝
』
に
採
録
さ
れ
た
人
物
の
一

人
で
、
早
く
に
親
を
亡
く
し
て
孝
養
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
嘆
き
、
親

の
木
像
を
作
っ
て
日
々
こ
れ
に
生
け
る
が
ご
と
く
に
孝
養
を
尽
く
し
た
と
い
う
後
漢

時
代
の
人
物
で
あ
る
。

一
―
二
十
一 

金
閑
刻
木　

大
邱
府
の
人
金
閑
は
幼
い
時
に
父
を
失
っ
た
た
め
未
だ

喪
礼
を
尽
く
せ
て
い
な
い
こ
と
を
心
苦
し
く
思
っ
て
い
た
。
母
が
没
し
て
三
年
、
小

屋
を
建
て
て
墓
の
側
に
在
り
、
父
の
墓
の
側
に
あ
る
こ
と
ま
た
三
年
を
数
え
た
。
木

で
父
母
の
像
を
彫
刻
し
両
者
の
墓
の
間
に
置
き
、
大
き
な
籠
を
編
ん
で
前
に
置
き
、

日
夜
慟
哭
し
た
〔
以
木
刻
父
母
形
、
置
雙
墓
間
、
織
大
籠
置
其
前
處
、
其
中
曰
夜
號

慟
〕
。
大
き
な
虎
が
籠
の
側
に
来
て
吼
え
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
金
閑
は
動
か
な
か
っ

た
。
挿
絵
に
は
、
墓
の
前
に
案
を
設
け
、
そ
の
上
に
父
母
の
木
製
座
像
各
一
体
を
奉

安
し
、
喪
服
姿
で
哭
泣
す
る
閑
の
姿
が
描
か
れ
る
。
母
が
向
か
っ
て
左
、
父
が
向
か
っ

て
右
に
配
置
さ
れ
て
い
る
【
図
19
】
。

　
　
　
　
　

（
二
）
朝
鮮
時
代

續
二
十 

閨
文
圖
形　

全
州
の
人
卜
閨
文
は
、
父
母
の
死
後
、
墓
の
側
に
粗
末
な
小

屋
を
建
て
過
ご
す
こ
と
六
年
、
悲
し
み
の
あ
ま
り
大
い
に
痩
せ
こ
け
、
病
を
得
る
ま

で
に
至
っ
た
。
喪
が
明
け
た
後
、
父
母
を
描
い
た
絵
を
掛
け
て
朝
夕
に
食
事
を
捧
げ

誠
を
尽
く
し
た
〔
喪
畢
、
圖
父
母
形
、
朝
夕
上
食
、
至
誠
無
怠
事
〕
。
そ
れ
に
よ
り
、

王
朝
か
ら
表
彰
を
受
け
た
。
挿
絵
に
は
、
香
案
の
奥
に
父
母
の
画
像
を
掲
げ
、
建
物

の
縁
で
礼
拝
す
る
閨
文
の
姿
が
あ
る
【
図
20
】
。
父
母
の
図
形
は
表
具
や
風
帯
の
表

現
が
あ
る
掛
け
物
で
あ
る
こ
と
、
父
母
の
正
面
座
像
が
一
幅
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
る
。
摺
が
悪
い
た
め
判
断
が
難
し
い
が
、
被
り
物
の
形
状
か
ら
向
か
っ

て
左
側
が
父
、
右
側
が
母
と
理
解
さ
れ
よ
う
か
。

續
二
十
二 

友
明
純
孝　

河
友
明
は
領
議
政
河
演
の
子
で
あ
っ
た
。
晋
州
の
人
で
、

仁
川
府
の
蘇
来
山
下
に
在
っ
た
。
母
李
氏
に
孝
を
尽
く
し
、
没
す
る
に
及
ん
で
墓
の

側
に
小
屋
を
建
て
て
住
し
、
自
ら
薪
や
供
物
を
運
ん
で
こ
れ
を
祭
っ
た
。
喪
が
明
け

る
と
、
影
堂
を
設
け
て
四
節
の
物
を
供
え
て
誠
を
尽
く
し
た
〔
喪
畢
、
造
影
堂
、
凡

節
物
必
先
薦
、
孝
誠
純
篤
〕
。
こ
の
こ
と
が
朝
廷
に
聞
こ
え
、
旌
閭
を
受
け
、
官
も

同
知
中
枢
府
事
ま
で
進
ん
だ
。
挿
絵
に
は
、
香
案
の
奥
に
、
向
か
っ
て
左
側
に
父
、

右
側
に
母
の
肖
像
そ
れ
ぞ
れ
一
幅
を
掛
け
た
影
堂
の
前
で
額
づ
く
友
明
の
姿
が
描
か

れ
る
。
表
装
の
表
現
が
あ
り
、
風
帯
も
描
か
れ
る
。
【
図
21
】
。

　

河
演
は
世
宗
・
文
宗
に
仕
え
た
人
物
で
あ
る
。
演
の
詩
文
集
『
敬
齋
集
』
巻
之
四

に
載
る
年
譜

）
1
（ 

の
記
事
か
ら
は
、
影
堂
建
立
の
経
緯
を
よ
り
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で

き
る
。憲

宗
純
皇
帝
成
化
三
年
丁
亥
二
月
、
建
影
堂
、
季
子
友
明
、
性
至
孝
、
且
善
繪

事
、
嘗
手
摹
先
生
及
貞
敬
夫
人
像
、
及
夫
人
卒
、
友
明
奉
葬
于
先
生
墓
左
、
仍

廬
墓
、
是
歳
喪
畢
、
建
先
生
影
堂
于
墓
傍
、
祔
以
夫
人
像
、
置
位
田
以
爲
春
秋

香
火
之
資
、
事
載
三
綱
行
實
、
弘
治
乙
卯
、
追
祔
友
明
像

影
堂
の
建
立
は
明
の
憲
宗
の
成
化
三
年
（
一
四
六
七
）
で
、
絵
事
に
長
け
て
い
た
友

明
が
演
と
夫
人
の
絵
を
描
い
て
お
り
、
夫
人
の
死
後
そ
の
喪
が
明
け
た
成
化
三
年
に

演
の
墓
の
傍
に
演
の
た
め
の
影
堂
を
建
て
、
夫
人
像
を
祔
祭
し
た
、
と
い
う
影
堂
建

立
の
経
緯
が
知
ら
れ
る
。
弘
治
八
年
（
一
四
九
五
）
に
は
友
明
の
像
も
祔
祭
さ
れ
た
。

　

演
と
夫
人
像
は
慶
尚
南
道
陝
川
郡
の
「
妥
眞
堂
」
と
号
す
る
彼
ら
の
影
堂
に
、
各
々

一
人
を
描
い
た
双
幅
と
し
て
現
存
す
る

( (

( 

。
こ
れ
ら
を
『
續
三
綱
行
實
圖
』
の
挿
絵

の
図
と
比
較
す
る
と
、
座
像
で
あ
る
点
は
両
者
と
も
に
共
通
し
、
河
演
像
は
被
り
物

の
描
写
も
近
似
す
る
が
、
夫
人
像
は
頭
部
の
表
現
が
や
や
異
な
る
印
象
を
受
け
る
。

妥
真
堂
は
万
暦
四
十
三
年
（
一
六
一
五
）
王
朝
よ
り
額
を
下
賜
さ
れ
て
い
る

) 3

( 

。
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二
―
三 

有
誠
圖
形　

全
州
の
人
奉
事
朴
有
誠
は
年
五
十
に
し
て
父
母
を
同
時
に

失
っ
た
。
葬
礼
の
期
間
が
明
け
た
後
、
「
圖
形
」
を
壁
に
掛
け
て
朝
夕
祭
祀
を
怠
ら

な
か
っ
た
〔
喪
畢
、
圖
形
掛
壁
、
奠
朝
夕
、
不
廢
〕
た
め
、
成
宗
六
年
（
一
四
七
五
）

に
賞
職
を
受
け
た
。
挿
絵
で
は
、
香
案
の
奥
に
、
向
か
っ
て
左
に
父
を
、
右
に
母
を

描
い
た
画
幅
が
懸
け
ら
れ
た
祠
堂
の
中
で
有
誠
が
哭
奠
す
る
姿
が
描
か
れ
る
。
画
幅

の
背
景
に
は
山
嶽
の
よ
う
な
描
写
が
あ
り
、
表
装
の
表
現
が
あ
る
【
図
22
】
。

四
―
三
十
三　

金
粋
寫
影　

京
都
の
人
金
粋
は
、
よ
く
親
に
仕
え
、
朔
日
・
望
日
に

は
必
ず
近
隣
に
豪
華
な
食
べ
物
を
求
め
て
喜
ば
せ
た
。
親
の
死
に
当
た
っ
て
は
、
墓

の
側
に
設
け
た
小
屋
に
在
っ
て
家
に
戻
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
喪
が
明
け
て
も
な
お

三
年
質
素
に
過
ご
し
、
「
寫
影
」
を
壁
に
掛
け
て
朝
夕
に
こ
れ
を
祀
っ
た
〔
喪
畢
、

猶
服
素
三
年
、
寫
影
掛
壁
奠
朝
夕
、
不
廢
〕
。
中
宗
の
代
に
旌
閭
を
受
け
た
。
挿
絵

に
は
香
案
の
奥
に
父
の
影
幀
を
懸
け
、
祠
堂
の
中
に
座
し
、
祭
祀
を
行
う
粋
の
姿
が

描
か
れ
る
。
像
が
正
面
像
な
の
か
斜
面
像
な
の
か
は
判
断
が
難
し
い
。
全
身
像
で
は

な
く
、
腰
よ
り
下
辺
り
か
ら
、
下
半
身
が
切
れ
て
い
る
。
表
具
・
風
帯
の
表
現
が
あ

る
【
図
23
】
。

四
―
七
十
三　

朴
連
寫
影　

京
都
の
私
奴
、
朴
連
の
両
親
は
生
前
仏
教
を
尊
信
し
、

死
す
る
に
及
ん
で
一
族
は
遺
骸
を
火
葬
に
付
し
た
。こ
の
時
、
連
は
ま
だ
若
年
で
あ
っ

た
が
、
長
じ
る
に
及
ん
で
哀
慕
の
念
が
已
ま
ず
、
壁
に
「
寫
影
」
を
掛
け
て
毎
日
食

事
を
捧
げ
た
〔
既
長
哀
慕
不
已
、
寫
影
掛
壁
日
上
食
〕
。
火
葬
し
た
場
所
に
両
者
の

遺
服
を
遺
体
の
代
わ
り
と
し
て
墓
を
作
り
、
家
に
も
帰
ら
ず
、
そ
こ
に
作
っ
た
粗
末

な
小
屋
で
六
年
を
過
ご
し
た
〔
以
遺
服
合
葬
于
燒
化
之
處
、
廬
墓
六
年
一
不
到
家
〕
。

中
宗
の
代
に
旌
閭
を
以
て
顕
彰
さ
れ
た
。
挿
絵
に
は
、
香
案
の
奥
に
影
幀
を
掛
け
、

祠
堂
の
隅
に
座
っ
て
喪
服
姿
で
拝
礼
す
る
朴
連
の
姿
が
描
か
れ
る
【
図
24
】
。
掛
け

ら
れ
る
影
幀
は
人
物
一
人
が
描
か
れ
た
一
幅
で
、
男
女
の
区
別
は
難
し
い
が
男
性
で

あ
ろ
う
か
。
下
半
身
の
描
写
が
欠
け
て
お
り
、
斜
面
像
の
よ
う
に
み
え
る
。
表
具
・

風
帯
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

四
―
七
十
八 

於
玎
誠
孝　

京
都
の
寺
奴
趙
於
玎
は
、
妹
莫
今
と
共
に
父
母
に
孝
養

を
尽
く
し
た
。
父
母
が
相
次
い
で
亡
く
な
る
と
塩
醤
菜
果
を
口
に
せ
ず
、
木
像
を
作
っ

て
朝
夕
の
出
入
り
に
は
必
ず
報
告
し
、
新
物
が
手
に
入
れ
ば
必
ず
供
え
、
朔
日
・
望

日
に
は
墓
参
を
し
た
〔
造
木
像
、
以
朝
夕
出
入
必
告
、
得
新
物
必
薦
、
朔
望
上
墓
〕
。

姉
妹
共
に
中
宗
の
代
に
旌
閭
を
受
け
た
。
挿
絵
に
は
、
祠
堂
の
内
で
、
香
案
の
奥
に

置
い
た
木
像
の
前
で
哭
泣
す
る
莫
今
の
姿
が
描
か
れ
る
。
木
像
は
、
男
性
像
一
体
し

か
描
か
れ
て
い
な
い
。
立
像
か
座
像
か
判
断
に
迷
う
が
、
ひ
と
ま
ず
座
像
と
看
做
し

て
お
き
た
い
【
図
25
】
。

六
―
二
十
七 

元
祿
畫
像　

義
城
県
の
人
、
訓
導
申
元
禄
は
、
高
麗
で
孝
子
と
し
て

表
彰
さ
れ
た
申
佑
の
後
裔
で
あ
る
。
十
歳
に
し
て
父
が
病
に
倒
れ
る
と
、
着
替
え
る

こ
と
も
せ
ず
に
八
年
間
看
病
を
尽
く
し
た
。
残
さ
れ
た
母
に
対
し
て
は
四
十
年
に
亙

り
、
そ
の
心
を
慰
め
る
こ
と
に
心
を
砕
い
た
。
母
の
死
後
、
敷
物
の
上
に
母
の
画
像

を
掲
げ
て
香
案
を
設
け
、
自
分
が
死
ん
だ
後
に
は
棺
の
裏
に
こ
の
母
の
「
遺
像
」
を

入
れ
て
ほ
し
い
、
あ
の
世
で
奉
仕
す
る
の
だ
、
と
述
べ
た
〔
畫
像
掲
于
几
筵
之
上
、

嘗
曰
我
死
後
母
遺
像
藏
于
棺
裏
、
我
當
奉
侍
于
泉
下
〕
。
光
海
君
の
代
に
孝
子
門
を

建
て
て
顕
彰
さ
れ
た
。
挿
絵
で
は
、
香
案
の
奥
に
正
面
像
で
顔
を
右
に
向
け
、
体
は

正
面
を
向
い
た
母
の
像
が
認
め
ら
れ
る
。
下
部
は
香
案
に
隠
れ
て
い
る
た
め
、
全
身

像
か
否
か
、
座
像
か
立
像
か
は
判
断
で
き
な
い
【
図
26
】
。
掛
軸
装
に
よ
る
懸
垂
形

式
で
は
な
く
、
敷
物
の
上
に
掲
げ
た
と
い
う
本
文
の
表
現
を
踏
ま
え
れ
ば
、
床
面
に

置
く
様
式
の
画
像
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。

八
―
七
十
一 

李
注
畫
像　

安
城
郡
の
人
官
奴
李
注
は
、
母
に
誠
を
尽
く
し
て
仕
え

た
。
母
が
下
の
病
に
罹
る
と
、
自
ら
襁
褓
を
作
り
、
洗
濯
し
、
排
泄
物
の
味
を
み
て

体
調
を
判
断
し
た
。
母
が
亡
く
な
る
と
粗
食
の
み
を
食
し
、
哭
泣
の
声
は
絶
え
ず
、

別
に
一
室
を
設
け
て
「
畫
像
」
を
掛
け
、
こ
れ
を
祭
っ
た
〔
別
造
一
室
、
掛
畫
像
、



187

以
祭
〕
。
注
は
、
母
の
喪
が
明
け
た
後
、
幼
く
て
喪
に
服
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

父
の
喪
に
三
年
間
服
し
、
痩
せ
細
っ
て
亡
く
な
っ
た
。
光
海
君
の
代
に
旌
門
を
受
け

た
。
挿
絵
に
は
、
香
案
の
奥
に
一
幅
に
父
母
の
姿
を
描
い
た
夫
婦
像
を
懸
垂
し
た
建

物
の
外
で
、
喪
服
姿
で
礼
拝
す
る
注
の
姿
が
描
か
れ
る
。
画
像
は
、
向
か
っ
て
左
に

父
を
、
右
に
母
を
描
い
た
も
の
で
、
両
者
と
も
に
腰
よ
り
下
の
描
か
れ
な
い
、
相
互

に
向
き
合
っ
た
斜
面
像
で
あ
る
【
図
27
】
。

　

以
上
は
、
像
に
よ
る
祭
祀
で
あ
る
こ
と
が
挿
絵
か
ら
認
め
ら
れ
る
例
で
あ
る
。
本

文
に
神
主
を
祭
る
旨
が
記
載
さ
れ
な
が
ら
挿
絵
に
そ
の
描
写
が
な
い
も
の
も
あ
っ
た

が
、
影
幀
の
場
合
も
同
様
の
例
が
認
め
ら
れ
る
。

三
―
二
十
二 

從
非
設
堂　

清
道
郡
の
人
從
非
は
郡
吏
金
郡
山
の
妻
で
あ
っ
た
。
孝

を
以
て
親
に
仕
え
、
親
の
没
後
「
影
堂
」
を
設
け
て
朝
夕
に
祭
祀
を
行
い
、
生
前
同

様
に
仕
え
た
〔
及
歿
、
設
影
堂
、
祭
朝
夕
如
事
生
〕
た
め
、
旌
閭
を
受
け
た
。
挿
絵

に
は
建
物
の
中
で
香
案
を
前
に
蓋
頭
姿
で
哭
泣
す
る
從
非
の
姿
が
描
か
れ
る
が
、
影

幀
の
描
写
は
な
い
。
し
か
し
、
「
影
堂
」
を
設
け
た
と
い
う
記
述
か
ら
は
、
そ
の
先

に
影
幀
が
懸
垂
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　

（
三
）
小
括

  

こ
こ
ま
で
『
續
三
綱
行
實
圖
』
『
東
國
新
續
三
綱
行
實
圖
』
か
ら
、
影
幀
や
木
像
な

ど
像
に
よ
る
祭
祀
が
認
定
さ
れ
る
例
を
抽
出
し
た
。
そ
れ
ら
を
通
覧
し
て
理
解
さ
れ

る
こ
と
を
記
し
て
み
よ
う
。

　

高
麗
時
代
に
は
、
神
主
に
よ
る
祭
祀
が
本
文
や
挿
絵
に
明
記
さ
れ
た
例
が
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
反
面
、
絵
画
で
あ
れ
彫
刻
で
あ
れ
像
に
よ
る
祭
祀
四
例
が
確
認
さ
れ
た
。

影
幀
一
、
彫
像
三
（
う
ち
自
然
木
一
）
で
あ
る
。
仏
僧
に
よ
る
祭
祀
が
顕
彰
さ
れ
て

い
る
点
と
、
そ
れ
を
朝
鮮
王
朝
が
孝
子
の
代
表
と
し
て
改
め
て
宣
揚
し
て
い
る
点
も

看
過
で
き
な
い
。

　

四
―
七
十
三 

朴
連
寫
影
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
仏
式
を
排
し
儒
式
に
よ
る
葬
礼

を
推
奨
す
る
の
が
朝
鮮
王
朝
の
姿
勢
で
あ
っ
た
。
王
朝
が
儒
式
を
宣
揚
し
た
こ
と
は
、

麗
末
の
例
な
が
ら
朱
子
家
禮
を
守
り
、
墓
に
立
石
し
て
顕
彰
を
受
け
た
一
―
六
十
四 

龜
生
刻
石
、
家
禮
を
守
っ
て
仏
事
を
な
さ
ず
三
年
墓
の
側
を
離
れ
な
か
っ
た
た
め
に

表
彰
さ
れ
た
三
―
三
十
六 

承
得
守
墓
な
ど
に
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
高
麗
時

代
の
顕
彰
例
と
は
い
え
、
僧
侶
を
朝
鮮
王
朝
が
改
め
て
孝
子
の
亀
鑑
と
し
て
宣
揚
し

て
い
る
こ
と
は
、
同
王
朝
の
姿
勢
を
理
解
す
る
上
で
や
は
り
重
要
で
あ
る
。
烈
女
圖

に
お
い
て
も
、
朝
鮮
王
朝
が
尼
僧
を
顕
彰
し
た
事
例
が
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
、
一
―

九 

釋
珠
刻
木
の
釋
珠
は
『
二
十
四
孝
』
に
現
れ
る
丁
蘭
と
近
似
し
た
行
動
が
賞
さ

れ
た
点
に
お
い
て
儒
教
道
徳
の
実
践
者
で
あ
っ
た
が
、
僧
尼
と
雖
も
そ
の
行
動
が
儒

教
道
徳
の
実
践
と
看
做
さ
れ
れ
ば
、
朝
鮮
王
朝
は
士
庶
人
が
模
範
と
す
べ
き
像
と
し

て
こ
れ
を
顕
彰
し
た
の
で
あ
る
。

　

両
親
が
揃
っ
た
夫
婦
像
の
例
は
、
影
幀
四
、
木
像
三
を
数
え
た
。
影
幀
は
河
演
夫

妻
像
の
み
双
幅
で
、
他
の
夫
婦
は
同
幅
に
描
か
れ
て
い
た
。
慶
尚
南
道
陝
川
郡
の
妥

真
堂
に
現
存
す
る
河
演
夫
妻
像
は
、
確
か
に
双
幅
で
あ
っ
た
。

父
の
単
独
像
は
影
幀
二
、
母
の
単
独
像
は
影
幀
二
・
木
像
一
、
性
別
不
明
一
で
あ
っ

た
。
母
の
単
独
像
が
父
の
単
独
像
に
較
べ
て
少
な
く
な
い
点
に
は
注
目
せ
ね
ば
な
ら

な
い
。
朝
鮮
時
代
の
肖
像
の
類
型
化
を
行
い
、
女
性
像
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る

趙
善
美
は
、
朝
鮮
時
代
の
「
庶
民
女
子
像
の
制
作
も
ま
た
ほ
と
ん
ど
不
毛
の
状
態
に

と
ど
ま
り
、
朝
鮮
朝
時
代
に
お
い
て
の
儒
教
観
念
の
硬
化
が
も
た
ら
し
た
副
作
用
を

実
感
さ
せ
る

）
4
（ 

」
と
述
べ
る
が
、
本
稿
で
確
認
さ
れ
た
点
は
、
こ
の
よ
う
な
理
解
の

妥
当
性
を
再
検
討
し
て
み
る
必
要
性
を
示
唆
す
る
。

　

孝
子
圖
に
お
い
て
祭
祀
す
べ
き
人
霊
の
表
象
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
は
、
神
主
と

影
幀
・
木
像
の
み
で
あ
り
、
烈
女
圖
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
多
様
性
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
。
一
方
、
烈
女
圖
に
み
ら
れ
た
土
像
に
よ
る
祭
祀
は
孝
子
圖
に
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。
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附　

忠
臣
圖

　

忠
臣
圖
は
一
巻
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
人
霊
の
表
象
が
み
え
る
の
は
次
の

例
で
あ
る
。
神
位
を
用
い
た
祭
祀
で
あ
る
。

忠
臣
八
十
一 

介
同
効
忠　

扶
余
県
の
私
奴
介
同
は
、
主
人
金
應
生
が
死
ぬ
と
哭
泣

し
、
三
年
間
喪
服
を
着
て
そ
の
死
を
悼
ん
だ
。
本
主
で
あ
る
朴
礩
が
應
生
夫
妻
の
「
木

主
」
を
焼
い
た
が
、
介
同
は
改
め
て
「
木
主
」
を
制
作
し
て
祠
を
建
て
て
奉
安
し
、

歳
時
や
忌
日
に
は
供
物
を
供
え
、
怠
る
こ
と
な
く
祭
祀
を
行
っ
た
〔
本
主
朴
礩
及
應

生
夫
妻
木
主
燒
火
、
介
同
自
作
木
主
、
立
祠
奉
安
、
歳
時
忌
日
親
備
奠
具
、
終
始
不
怠
〕
。

礩
の
庶
子
が
軍
律
を
犯
し
て
処
罰
さ
れ
る
時
に
は
、
そ
の
身
代
わ
り
と
な
っ
て
杖
刑

を
受
け
た
。
光
海
君
の
代
に
旌
門
を
受
け
た
。
挿
絵
に
は
、
香
案
の
奥
に
二
位
の
神

主
を
置
い
た
祠
堂
の
外
で
礼
拝
す
る
介
同
の
姿
が
描
か
れ
る
【
図
28
】
。

　
　
　

結
び
に
代
え
て

　

以
上
、
『
續
三
綱
行
實
圖
』
『
東
國
新
續
三
綱
行
實
圖
』
孝
子
圖
・
烈
女
圖
・
忠
臣

圖
に
み
え
る
人
霊
祭
祀
の
表
象
に
つ
い
て
、
二
号
に
亘
っ
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
こ

で
確
認
で
き
た
の
は
、
『
朱
子
家
禮
』
に
記
さ
れ
た
神
主
の
み
な
ら
ず
、
影
幀
を
は

じ
め
彫
像
・
土
像
、
遺
服
や
遺
品
、
告
身
な
ど
様
々
な
形
態
を
と
る
人
霊
の
表
象
で

あ
っ
た
。
影
幀
や
土
像
・
彫
像
祭
祀
に
は
仏
教
や
道
教
の
影
響
を
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
を
烈
女
圖
の
考
察
に
お
い
て
述
べ
た
が
、
孝
子
圖
に
お
い
て
も
同
様

で
あ
る
。
高
麗
時
代
に
属
す
る
顕
彰
例
で
は
神
位
を
用
い
る
本
文
記
載
や
挿
絵
は
な

く
、
彫
像
か
、
さ
も
な
く
ば
影
幀
で
あ
っ
た
。
高
麗
時
代
に
は
、
開
城
付
近
に
王
や

王
妃
の
祈
願
寺
が
置
か
れ
、
そ
こ
に
影
殿
が
設
け
ら
れ
て
、
王
た
ち
の
影
幀
が
掲
げ

ら
れ
た

) 4

( 

。
開
城
に
は
、
道
観
で
あ
っ
た
宋
の
景
霊
宮
の
影
響
下
に
設
け
ら
れ
た
原

廟
景
霊
殿
が
あ
っ
た
。
崇
仏
王
朝
と
さ
れ
る
高
麗
の
影
殿
の
在
り
方
は
、
朝
鮮
王
家

の
原
廟
の
在
り
方
に
影
響
を
与
え
た
が
、
そ
れ
は
士
庶
人
層
に
も
影
響
を
与
え
て
い

た
と
考
え
て
お
き
た
い
。
高
麗
で
は
、
僧
侶
が
『
二
十
四
孝
』
に
現
れ
る
丁
蘭
に
擬

さ
れ
、
儒
教
的
な
観
点
か
ら
顕
彰
さ
れ
、
そ
れ
を
朝
鮮
王
朝
が
改
め
て
宣
揚
し
て
い

る
例
も
認
め
ら
れ
た
。

　

孝
子
圖
で
は
、
女
人
像
に
よ
る
祭
祀
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
数
は
確
認
さ
れ
た
男

子
像
を
表
象
と
す
る
祭
祀
例
と
数
の
上
で
遜
色
は
な
く
、
従
来
の
庶
民
女
人
像
制
作

が
低
調
で
あ
っ
た
と
い
う
理
解
に
再
考
を
迫
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
孝
子

圖
で
は
、
神
主
に
よ
る
祭
祀
を
許
さ
れ
な
い
者
が
、
掛
軸
に
称
号
を
書
い
て
祭
祀
を

行
う
こ
と
は
許
さ
れ
た
、
と
い
う
例
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
例
は
、
軸
装
の
人
霊
の

表
象
が
神
主
よ
り
も
下
位
に
あ
る
も
の
と
看
做
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
こ
の
こ

と
は
、
多
く
軸
装
さ
れ
た
人
霊
の
表
象
で
あ
る
影
幀
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
上
で
も

示
唆
的
で
あ
る
。

　

朝
鮮
時
代
に
お
け
る
人
霊
の
表
象
は
神
主
や
影
幀
に
必
ず
し
も
限
ら
な
か
っ
た
。

儒
教
国
朝
鮮
に
お
け
る
祭
祀
を
め
ぐ
る
状
況
は
、
こ
の
よ
う
な
実
態
を
念
頭
に
議
論

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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図 1　龜孫吮癰（續 18）図 2 　繼周誠孝（續 33）

図 3-1　季蕃誠孝（2-51）図 3-2　季蕃誠孝（2-51）

図 4　石鳳孝養（3-59）図 5　石堅廬墓（4-22）
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図 6　李郊誠孝（4-43）図 7　禹臣嘗糞（6-36）

図 8　士尚執喪（6-85）図 9　彦鏡入火（8-37）

図 10　李福孝友（8-58）図 11　成龍斷指（8-61）
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図 14　彦邦感賊（6-46）

図 12　趙氏活父（7-53）

図 13　黃漢入火（7-74）

図 15　金春立廟（5-1）図 16　順興畫像（1-5）
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図 17　光廉木像（1-6）図 18　釋珠刻木（1-9）

図 19　金閑刻木（1-21）図 20　 閨文圖形（續 20）

図 21　友明純孝（續 22）図 22　有誠圖形（2-3）
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図 23　金粋寫影（4-33）図 24　朴連寫影（4-73）

図 25　於玎誠孝（4-78）図 26　元禄畫像（6-27）

図 27　李注畫像（8-71）図 28　介同効忠（忠臣 81）

凡例 ：前稿 （上） に同じ

出典：図 1・2 ・20・21：『續三綱行實圖』（1992 年　弘文閣）

図 3―19、図 22―28：『東國新續三綱行實圖』（1992 年　弘文閣）
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〔
註
〕

（
1
）『
春
亭
集
・
別
洞
集
・
菊
堂
遺
稿
・
寅
齋
集
・
敬
齋
集
・
貞
齋
逸
稿
・
丹
溪
遺

稿
・
泰
齋
集
』
（
影
印
標
點
韓
國
文
集
叢
刊
八
）　

一
九
九
〇
年　

景
仁
文
化
社　

四
五
七

－

四
七
五
頁
。
引
用
は
四
七
二

－

四
七
三
頁
。

（
(
）

趙
善
美
「
朝
鮮
王
朝
時
代
肖
像
画
の
類
型
及
び
社
会
的
機
能
」
（
『
美
術
研
究
』

三
七
四　

二
〇
〇
二
年
）
に
写
真
の
掲
載
が
あ
る
。
な
お
、
影
堂
が
仁
川
か
ら

陝
川
に
移
っ
た
の
は
万
暦
三
十
六
年
（
一
六
〇
八
）
で
あ
る
（
『
敬
齋
集
』
巻
之

四　

年
譜
）
。
本
論
文
に
は
慶
尚
南
道
陝
川
郡
の
「
妥
眞
堂
」
に
奉
安
さ
れ
る
河

演
夫
妻
の
影
幀
の
他
に
、
忠
清
北
道
清
原
郡
の
河
演
夫
妻
像
を
祀
る
「
妥
眞
堂
」

の
外
観
写
真
が
掲
載
さ
れ
る
。　

（
3
）「
陝
川
郡
邑
誌
」
『
韓
國
地
理
風
俗
誌
叢
書
』
嶺
志
八　

一
九
八
九
年　

景
仁
文

化
社　

二
五
七
頁
。

（
4
）
前
掲
（
2
）

趙
論
文
。

〔
附
記
〕
本
研
究
は
日
本
学
術
振
興
会
（
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
）
科
研
費 

Ｊ
Ｐ
二
〇
Ｋ

二
〇
六
七
六
の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


